
くらし安全・消費生活課

平成31年度当初予算額 194,642 千円

　　　〔国補102,061  財産収入1　諸収入1,858  一般財源90,722〕

（ 平成30年度当初予算額 276,976 千円 ）

予 算 額

（千円）

小計（ 169,466 ）

小計（ 3,058 ）

小計（ 22,118 ）

１ 公共空間における犯罪のおきにくい環境づくり

2 自主防犯ボランティアの育成・活動支援

1 働き盛り世代による特殊詐欺撲滅プロジェクト

 Ⅰ　交通安全運動の推進

 Ⅲ　自主防犯活動の活性化 346

 Ⅳ　犯罪のおきにくい環境づくり
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2 市町村相談体制の充実・強化

　自転車条例スタートアップ事業

1 商品・サービスの安全・安心の確保

(4) 貸金業における事業者指導

 Ⅳ 県民の意見が反映された消費者行政の推進

(1) 消費者教育・啓発の推進

2 消費者教育・啓発に係る体制、人材育成（消費者大学の開催）

1 消費者教育・啓発の推進（長野県版エシカル消費の推進）

(3) 割賦販売における事業者指導

0

45,165

1,981

5,220

2,329

 Ⅲ　交通事故相談所の運営

長野本所、松本支所、飯田支所

 Ⅱ 交通安全啓発活動

0

基　本　方　針　・　施　策

13,467

(1) 食品の安全・安心の確保

(2) 消費者事故情報等の収集及び提供

2 物価の安定と情報提供
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117,100

1 県消費生活センターの機能強化

1 適正な商取引の確保

(1) 悪質事業者に対する厳正な指導、処分

(2) 不適切な表示に対する立入検査、指導

4 多重債務者対策の強化

1 季別の交通安全運動等における広報啓発

(2) 学校等における消費者教育の推進

(3) 地域・職域等における消費者教育の推進

3 特殊詐欺被害防止対策の推進
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1 交通安全運動推進本部・地方部の運営

2 交通安全功労者等の表彰

2,241

4,081 Ⅳ　安全安心な自転車利用推進事業

0

分野

 Ⅰ 県民の安全・安心な消費生活の確保

1 自主防犯ボランティア活動に関する情報発信

2 地域別重点啓発事業

3 交通安全関係団体の支援

安全安心なまちづくりのための関係機関・団体との連絡、調整

2 若年者の特殊詐欺加担防止

(2) 市町村相談窓口への技術的支援

(1) 市町村相談体制の整備

 Ⅴ 相談体制の充実・強化

1 透明性の確保

(1) 消費生活審議会・消費者教育推進地域協議会の運営

(2) 消費者施策等の公表

2 県民意見の施策への反映及び消費者団体との協働

3 地域の活性化・持続可能な社会の実現

平 成 31 年 度 施 策 体 系平 成 31 年 度 施 策 体 系平 成 31 年 度 施 策 体 系平 成 31 年 度 施 策 体 系

 Ⅱ 商品・サービスの適切な選択機会の確保と事業者への指導

 Ⅲ あらゆる人への消費者教育・啓発等の充実と人材育成

 Ⅱ　安全安心なまちづくりのための関係機関・団体との協働

 Ⅰ　防犯意識向上のための広報啓発 2,712
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(172,178)
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＜＜＜＜令和元年令和元年令和元年令和元年度消費者行政事業概要＞度消費者行政事業概要＞度消費者行政事業概要＞度消費者行政事業概要＞    

    

    

ⅠⅠⅠⅠ        県民の安全・安心県民の安全・安心県民の安全・安心県民の安全・安心な消費生活の確保な消費生活の確保な消費生活の確保な消費生活の確保    

    

１１１１    商品・サービスの安全・安心商品・サービスの安全・安心商品・サービスの安全・安心商品・サービスの安全・安心の確保の確保の確保の確保                                                                                        （単位：千円） 

施  策 事  業  内  容 R元 H30 

(1)(1)(1)(1)    食品の安全・安心の確保食品の安全・安心の確保食品の安全・安心の確保食品の安全・安心の確保 

不適切な表示に対

する事業者指導 

国及び県表示担当課（食品表示法、景品表示法、健康増進

法等）が情報の共有、連携を図りながら、業界団体を含めた

食品関連事業者への適正表示の周知と監視指導を行う。 

－ － 

(2)(2)(2)(2)    消費者事故情報等の収集及び提供消費者事故情報等の収集及び提供消費者事故情報等の収集及び提供消費者事故情報等の収集及び提供 

消費生活庁内連絡

員の配置 

消費生活に関連する業務を所管する部局に消費生活庁内

連絡員を配置し、県民の生命・身体に危害が及ぶおそれのあ

る製品事故等の情報を収集する。 

－ － 

リコール情報・重

大事故情報等の収

集・提供 

ＰＩＯ－ＮＥＴ(全国消費生活情報ネットワーク・システ

ム)などからの情報を通じて、リコール情報、注意喚起情報

及び重大事故情報等を広く収集し、県公式ホームページなど

各種媒体を通じて速やかな提供、周知を図る。 

－ － 

消費生活用品の立

入検査・指導 

消費生活用製品安全法に基づき、販売事業者への立入検

査・指導を実施する。 
－ － 

製品テストの実施 

県民の生命・身体に危害が及ぶおそれのある製品事故は、

消費者庁へ報告するとともに、必要に応じて国民生活センタ

ー等の専門機関を通じ必要に応じて製品テストを実施する。 

－ － 

    

２２２２    物価物価物価物価の安定の安定の安定の安定と情報提供と情報提供と情報提供と情報提供    

施  策 事  業  内  容 R元 H30 

生活関連物資等の

監視、調査及び公

表 

生活関連物資等の価格の動向と需給の状況等を監視し、必

要に応じて消費生活条例に基づき価格、需給動向を調査し、

結果を公表する。 

－ － 

関係団体との情報

交換と県民への情

報提供 

必要に応じて事業者団体と情報交換、情報収集を行ない、

県民に対し生活関連物資等の価格の動向等に関する情報を

提供する。 

－ － 

    

３３３３    地域の活性化・持続可能な社会の実現地域の活性化・持続可能な社会の実現地域の活性化・持続可能な社会の実現地域の活性化・持続可能な社会の実現    

施  策 事  業  内  容 R元 H30 

長野県立大学、事

業者団体・生協等

との連携 

長野県立大学学生と連携して長野県版エシカル消費に取

り組む事業者マップを作成・更新する。 

また、事業者団体や生協等と連携して、長野県版エシカル

消費の啓発を進めるとともに、その供給体制の整備について

要請する。 

－ － 

        

H31 当初予算額 172,178 千円（うち一財 68,296 千円） 

H30 当初予算額 259,153 千円（うち一財 72,789 千円） 



ⅡⅡⅡⅡ    商品・サービスの適切な選択機会の確保商品・サービスの適切な選択機会の確保商品・サービスの適切な選択機会の確保商品・サービスの適切な選択機会の確保と事業者への指導と事業者への指導と事業者への指導と事業者への指導    

 【5,220千円（国庫支出金：2,470 雑入：12 一財：2,738）】（H30：5,237千円） 

    

１１１１    適正な商取引適正な商取引適正な商取引適正な商取引の確保の確保の確保の確保                                                        ※下段の（  ）は国庫支出金及び基金繰入金額    

施  策 事  業  内  容 R元 H30 

(1)(1)(1)(1)    悪質事業者に対する厳正な指導悪質事業者に対する厳正な指導悪質事業者に対する厳正な指導悪質事業者に対する厳正な指導、、、、処分処分処分処分 

徹底した事業者指

導と行政処分 

ＰＩＯ－ＮＥＴを活用し、被害状況の傾向・分析を行い、

県内での悪質な事案は、国や他の自治体と情報共有、連携し、

徹底した事業者指導・行政処分を行う。 

211 211 

注意喚起情報の発

信及び警察との連

携強化 

消費生活センターへの苦情相談等から、詐欺的な勧誘の情

報を直ちに県民に提供、注意喚起を行うとともに、被害防止

に向けた対策を警察との連携を強化して取り組む。 

－ － 

事業者指導・処分

のための専門職員

の配置 

専門職員を配置し、研修等による能力向上を図り、効果的

な事業者指導・処分を行う。 

5,009 

(2,470) 

5,026 

(2,546) 

(2)(2)(2)(2)    不不不不適切適切適切適切な表示に対する立入検査、指導な表示に対する立入検査、指導な表示に対する立入検査、指導な表示に対する立入検査、指導 

不適切な表示に対

する事業者指導

（再掲） 

国及び県表示担当課（食品表示法、景品表示法、健康増進

法等）が情報の共有、連携を図りながら、業界団体を含めた

食品関連事業者への適正表示の周知と監視指導を行う。 

－ － 

家電製品の販売に

係る適正表示調査 

家電販売団体等と協働し、家電販売の適正表示調査を行

う。 
－ － 

家庭用品の立入検

査・指導 

家庭用品品質表示法に基づき、販売事業者への立入検査・

指導を実施する。 
－ － 

(3)(3)(3)(3)    割賦販売における事業者指導割賦販売における事業者指導割賦販売における事業者指導割賦販売における事業者指導 

事業者からの報告

徴収・立入検査の

実施 

冠婚葬祭互助会や友の会から財産状況や業務運営に関す

る事項等の報告を徴収し、定期的な立入検査を実施する。 

また、いわゆる個別クレジット販売において、県民に被害

が発生した場合には、報告を求めるとともに、立入検査を実

施する。 

－ － 

((((4444))))    貸金業における事業者指導貸金業における事業者指導貸金業における事業者指導貸金業における事業者指導 

ヤミ金融業者対策

の徹底 

いわゆるヤミ金融業者に関する情報及び相談窓口を開設

し、警察への通報及び監督上の処分を徹底する。 
－ － 

    

ⅢⅢⅢⅢ    あらゆる人への消費者教育・啓発等の充実と人材育成あらゆる人への消費者教育・啓発等の充実と人材育成あらゆる人への消費者教育・啓発等の充実と人材育成あらゆる人への消費者教育・啓発等の充実と人材育成    

【47,877千円（国庫支出金：39,334 雑入：1,500 一財：7,043）】（H30：48,265千円） 

 

１１１１    消費消費消費消費者教育・啓発の推進者教育・啓発の推進者教育・啓発の推進者教育・啓発の推進    

施  策 事  業  内  容 R元 H30 

((((1111))))    消費者教育・啓発の推進消費者教育・啓発の推進消費者教育・啓発の推進消費者教育・啓発の推進 

消費者教育推進地

域協議会の開催 

消費者教育を体系的、総合的かつ実践的に推進するため、

消費者教育推進地域協議会を開催し、より効果的に推進する

ための方策を協議・検討する。 

－ － 

消費者団体等との

協働 

効果的な消費者教育の推進について、消費者団体等とも協

働して、推進方策を検討する。 
－ － 

消費生活相談窓口

の周知 

消費者ホットライン「１８８」や、県・市町村の相談窓口

の役割の周知を行い、相談の掘り起こしを積極的に行う。 
－ － 



消費生活情報の発

信・啓発 

県公式ホームページ、メールマガジンにおける注意喚起情

報や広報誌等を通じて、消費者被害情報及び対策について、

県民一人ひとりに対し、確実に、正確に、迅速に情報を提供

します。また、出前講座や各種講座を開催し、啓発に取り組

む。 

9,406 

(7,722) 

9,426 

(7,722) 

若年者に対する消

費者被害情報の発

信 

各種媒体を活用し、若者を狙った消費者被害の実態、防止

策等を啓発、発信する。 

特に、成年年齢引下げの影響を受ける18・19歳の若年者

及びインターネットを利用し始める児童生徒に対する啓

発・情報発信に取り組む。 

12,105 

(11,771) 

12,099 

(11,771) 

高齢者に対する消

費者被害情報の発

信 

関係する機関と連携して、高齢者を狙った悪質商法の被害

防止のため、消費者被害防止対策推進会議を開催し、啓発資

料の配布や各種媒体を活用した情報発信を行う。 

4,859 

(4,583) 

4,780 

(4,509) 

外国人・障がい者

等への啓発 

外国人や障がい者等の方に対し、どのような方法が適切

か、当事者・関係者や関係部局を交えて検討する。 
－ － 

消費者大学事業に

よる啓発 

一般県民、消費者教育の中核的人材及び国家資格取得希望

者を対象とした、各段階に応じた学びの場を提供するため、

消費者大学事業を実施し、消費者問題や長野県版エシカル消

費等について啓発を推進する。 

11,212 

(9,291) 

11,096 

(9,159) 

長野県版エシカル

消費に係る啓発 

長野県版エシカル消費に関する講座を開設し、丁寧に、具

体的に啓発することにより、エシカル消費の考え方の普及を

図るとともに、関係部局においても、長野県版エシカル消費

をキーワードとして施策の推進・啓発に取り組む。 

また、事業者に対しても、消費者の志向を把握し、人・健

康・地域・社会・環境に配慮した生産活動に関する啓発に取

り組む。 

3,322 

(1,660) 

4,135 

(2,067) 

    (2)(2)(2)(2)    学校等における消費者教育の学校等における消費者教育の学校等における消費者教育の学校等における消費者教育の実施実施実施実施 

アアアア    小学校、中学校、高等学校、特別支援学校小学校、中学校、高等学校、特別支援学校小学校、中学校、高等学校、特別支援学校小学校、中学校、高等学校、特別支援学校 

学校における外部

人材の活用 

学校において、県の実施する出前講座や地域で活動する消

費者団体等の人材を活用して、消費者教育を推進する。また、

希望する学校に対し専門講師を派遣し、消費者教育の必要性

や授業の進め方などの研修、模擬授業の実施などを行う。 

862 

(412) 

861 

(411) 

イイイイ    大学、専修学校等大学、専修学校等大学、専修学校等大学、専修学校等 

消費者教育推進の

要請 

大学の学生等を対象とした出前講座を実施する。 

また、大学等の設置者に対し、消費者教育の実施及び消費

者に配慮できる職業人としての教育の拡充を求める。 

－ － 

大学等における消

費者教育の推進 

大学等における消費者教育の推進のため、出前講座等の開

催について広報するとともに、学生の参加を促進する。 
－ － 

    (3)(3)(3)(3)    地域・職域等における消費者教育の推進地域・職域等における消費者教育の推進地域・職域等における消費者教育の推進地域・職域等における消費者教育の推進 

出前講座等の開催 

地域における消費者教育推進のため、公民館活動等とも連

携しながら、出前講座等を積極的に開催する。特に、子育て

世代に向けた出前講座の開催に努める。 

93 136 



地域における消費

者教育の環境整備 

地域における消費者教育の推進のため、担い手である人材

の育成や市町村への取組強化の要請を行う。 

また、インターネットを活用し、講座内容等のデータを提

供する。 

833 803 

学校、地域、消費

者団体と協働した

消費者教育の取組 

児童・生徒や高齢者等がそれぞれ抱える消費者問題を共有

化し地域力を向上するため、学校、地域、消費者団体が連携・

協働した学習会などを検討する。 

－ － 

消費者団体等の活

動支援 

地域で活動する消費者団体等が開催する消費生活に関す

る講座及び啓発活動などを支援し、連携して地域における消

費者教育を推進する。 

1,500 

(1,500) 

1,500 

(1,500) 

職域における消費

者教育の推進 

職域における消費者教育の推進のため、経済団体等への要

請のほか、出前講座及び消費生活に関する講座等の開催につ

いて広報するとともに、事業者、従事者の参加を促進する。 

－ 

 

－ 

 

 

２２２２    消費者消費者消費者消費者教育教育教育教育・・・・啓発に係る体制、人材育成啓発に係る体制、人材育成啓発に係る体制、人材育成啓発に係る体制、人材育成    

施  策 事  業  内  容 R元 H30 

消費者教育の拠点

整備 

消費生活センターを消費者教育の普及啓発及び人材育成

等の拠点として強化する。 

また、市町村と連携し、消費者教育を生涯学習の一環とし

て推進するための場として、公民館の場の活用を検討する。 

－ － 

高齢者等見守り

ネットワークを

通じた啓発 

自治会、民生委員・児童委員、ボランティア団体及び市町

村社会福祉協議会等との協働により高齢者等見守りネット

ワーク構築を支援し、高齢者等の被害防止活動を進める。 

－ － 

消費生活サポー

ターの育成及び

活用 

地域や職域において情報提供を行い、消費者教育・啓発を

担う消費生活サポーターの登録を消費者大学事業の実施に

より進める。また、市町村とともに消費生活サポーターの育

成・活用を検討する。 

742 794 

 

消費者大学事業

による人材育成

（再掲） 

一般県民や消費生活サポーターを対象に、消費者大学事業

を実施し、地域・職域において消費者教育・啓発講座の講師

ができる中核的人材の育成や、消費生活相談員等の国家資格

取得を支援する。 

8,213 

(6,292) 

8,190 

(6,253) 

 

３３３３    特殊詐欺被害防止対策の推進特殊詐欺被害防止対策の推進特殊詐欺被害防止対策の推進特殊詐欺被害防止対策の推進    

施  策 事  業  内  容 R元 H30 

消費者被害防止対

策推進会議の開催 

関係機関・団体と連携・協働し、特殊詐欺や悪質商法の消

費者被害の未然防止を図るため、啓発活動の推進等について

協議を行う。 

－ 51 

働き盛り世代に

よる特殊詐欺撲

滅プロジェクト

の実施 

講座参加者に対し特殊詐欺の現状や手口の説明後、参加者

の携帯電話を利用して自分の親等に電話をかける訓練型の

講座を実施するほか、特殊詐欺被害防止活動に協力いただけ

る企業・団体を「特殊詐欺撲滅協力隊」として認証する。 

816 

(816) 

810 

(810) 

関係機関・団体と

連携した啓発 

特殊詐欺の手口の変化に応じて迅速に対応するため、その

態様に関連した金融機関やコンビニエンスストア等と連携

して啓発を行う。 

－ － 



若年者等に対す

る特殊詐欺に関

する啓発の実施 

若年者や教員、保護者等を対象とした、特殊詐欺に関する

研修会に専門講師を派遣し、若年者の特殊詐欺被害防止及び

加担防止を図る。 

1,896 

(1,579) 

1,558 

(1,378) 

    

４４４４    多重債務者対策の推進多重債務者対策の推進多重債務者対策の推進多重債務者対策の推進    

施  策 事  業  内  容 R元 H30 

多重債務者対策協

議会の運営 

関係機関・団体と連携、協働し、多重債務者の生活再建や

被害の未然防止策についての現状認識、今後の事業展開への

情報交換及び協議を行う。 

－ － 

多重債務無料相

談会の開催 

多重債務問題改善プログラムに沿った多重債務相談を行

うとともに、多重債務者の状況に応じた債務整理の方法を助

言するため、弁護士会及び司法書士会と協働した無料相談会

を開催する。 

－ － 

金融経済教育の強

化 

教育委員会及び金融広報委員会等と連携し、多重債務に関

する知識の普及啓発及び金融金銭教育を積極的に推進する。 
231 216 

    

ⅣⅣⅣⅣ    県民県民県民県民のののの意見意見意見意見が反映された消費者行政の推進が反映された消費者行政の推進が反映された消費者行政の推進が反映された消費者行政の推進    

【1,981千円（国庫支出金：1,500 一財：481）】（H30：1,964） 

 

１１１１    透明性の確保透明性の確保透明性の確保透明性の確保    

施  策 事  業  内  容 R元 H30 

(1)(1)(1)(1)    消費生活審議会消費生活審議会消費生活審議会消費生活審議会・消費者教育推進地域協議会・消費者教育推進地域協議会・消費者教育推進地域協議会・消費者教育推進地域協議会の運営の運営の運営の運営 

消費生活審議会等

の運営 

県消費生活行政の重要事項の審議のため、消費生活審議会

等を設置・運営する。 

また、施策全般の執行状況について、消費生活審議会等に

報告し評価を受けるとともに、審議過程の意見等について施

策への反映を図る。 

481 464 

(2)(2)(2)(2)    消費者施策等の公表消費者施策等の公表消費者施策等の公表消費者施策等の公表 

施策等の公表 

消費生活行政全般にわたる透明性を確保するため、施策や

消費生活審議会における審議状況等をホームページ等で公

表する。 

－ － 

 

２２２２    県民県民県民県民意見の意見の意見の意見の施策への施策への施策への施策への反映及び反映及び反映及び反映及び消費者団体消費者団体消費者団体消費者団体等等等等との協働との協働との協働との協働    

施  策 事  業  内  容 R元 H30 

県民意見の受付窓

口 

「県民ホットライン」や県消費生活情報のホームページに

掲載されたメールアドレスに寄せられた意見等を参考に施

策への反映を図る。 

－ － 

消費者団体等と協

働した取組 

消費者団体等との意見交換会を開催し、意見・要望の施策

への反映を図るとともに、施策の推進にあたっては、消費生

活に関する講座や市町村との懇談会を共催する等、協働して

取り組む。 

－ － 

消費者団体等の活

動支援（再掲） 

地域で活動する消費者団体等が開催する消費生活に関す

る講座及び啓発活動などを支援し、連携して地域における消

費者教育を推進する。 

1,500 

(1,500) 

1,500 

(1,500) 



適格消費者団体の

設立支援 

消費者被害の未然防止・拡大防止のため、適格消費者団体

の設立を支援することにより、消費者問題への対応力向上を

図る。 

1,500 

(1,500) 

1,500 

(1,500) 

    

ⅤⅤⅤⅤ    県民の県民の県民の県民の相談相談相談相談体制の充実・強化体制の充実・強化体制の充実・強化体制の充実・強化    

【117,100千円（国庫支出金：58,757 雑入：309 一財：58,034）】（H30：203,687） 

１１１１    県消費生活センターの機能強化県消費生活センターの機能強化県消費生活センターの機能強化県消費生活センターの機能強化    

施  策 事  業  内  容 R元 H30 

消費生活相談員に

よる相談・あっせ

んの実施 

県消費生活センターに消費生活相談員を配置し、県民から

の相談・苦情の受け付けやあっせんを実施するとともに、市

町村消費生活相談窓口の支援を行う。 

57,007  
140,538 

  (1,358) 

相談員の相談技術

の向上（再掲） 

相談技術の向上及び専門性の確保を図るため、国や国民生

活センター等の研修に参加する。 

1,335 

(1,335) 

1,335 

(1,335) 

消費者問題法律ｱ

ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの選任 

専門的な法律知識を必要とする相談・あっせんに対応する

ため、弁護士等の消費者問題法律ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰを選任する。 
960 960 

消費者被害救済委

員会の設置・運営 

被害の多発、消費者利益が著しく侵害される紛争につい

て、知事の付託に応じて、あっせん・調停を行うため、消費

者被害救済委員会を設置・運営する。 

79 78 

弁護士会との協働 
弁護士会との協働による懇談会を開催し、直近の相談動向

や対処方法等について、課題の共有を図る。 
－ － 

消費生活相談窓口

の周知及び情報発

信機能の強化 

県・市町村の相談窓口の役割及び消費者ホットライン「１

８８」の周知を行うほか、事故情報や被害情報だけでなく、

消費生活に関する幅広い情報を多様なメディアを利用して

併せて発信します。 

－ － 

外国人・障がい者

等からの相談対応 

外国人・障がい者等から相談があった際に円滑に対応する

ため、窓口体制整備を進める。 
－ － 

自殺対策の推進 

相談者の自殺防止のため、消費生活センターに啓発資料を

配置するほか、消費生活相談員に対し、ゲートキーパー研修

を受講するよう勧奨する。 

－ － 

 

２２２２    市町村市町村市町村市町村相談相談相談相談体制の体制の体制の体制の充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化    

施  策 事  業  内  容 R元 H30 

(1)(1)(1)(1)    市町村市町村市町村市町村相談体制の整備相談体制の整備相談体制の整備相談体制の整備 

市町村消費生活セ

ンター設置促進 

市町村における消費生活センターの設置を促進するため、

広域連携により設置された消費生活センターの課題等につ

いて分析し、市町村への情報提供等により、単独設置が困難

な町村の広域連携による設置を支援する。 

－ － 

市町村相談窓口機

能強化への支援 

市町村相談窓口への啓発資料の提供のほか、消費生活相談

員の配置や啓発事業などを支援する。 

53,542 

(53,542)

56,599 

(56,599)

 (2)(2)(2)(2)    市町村相談窓口への技術的支援市町村相談窓口への技術的支援市町村相談窓口への技術的支援市町村相談窓口への技術的支援 

相談員等の技術的

支援 

相談員等の相談技術向上のための研修会を開催する。 

県に市町村消費者行政推進支援員を配置し、相談業務に対

する助言を行う。 

5,512 

(5,216)

5,512 

(5,216)

相談員の確保対策 

     （再掲） 

相談員を確保するため、国家資格の取得支援講座の実施や

人材バンクを運営する。 

2,999 

(2,999) 

2,906 

(2,906) 

 



消費者大学事業 

 

くらし安全・消費生活課 

 

１ 趣旨 

 消費生活に関する基礎的かつ最新の情報等を講義とグループワークを通して幅広く習得す

ることにより、消費者被害を未然に防ぐとともに、消費生活について自ら学び、かつ消費に

あたって自主的・合理的な選択ができる「自立した消費者」の増加や、地域・職場等での消

費者教育や啓発活動を中核となって行う人材の育成を図る。 

 

２ 事業の必要性 

 消費生活に関する講座では、最新の消費者問題等を単発の講義形式で学ぶ「くらしのセミ

ナー」を 2017 年度まで実施してきたが、幅広い知識を体系的に習得するには至っていなかっ

た。 

 また、グローバル化や高度情報化の進展により消費者問題も多様化、深刻化し、消費者を

とりまく環境や問題も刻々と変化する中で、消費者被害を防止するためには、引き続き最新

の情報の習得も引き続き求められる。 

 このため、消費生活に関する基礎的かつ最新の情報等を連続講座形式で、さらに「自ら学

ぶ」ようグループワークや実地見学等も活用して幅広く習得できる講座が必要である。 

 そして、「自立した消費者」の増加や、消費者教育等に係る中核的人材の育成を行うことは、

住民にとって最も身近な消費生活相談窓口としての市町村の機能を充実・強化させるために

必要な、「消費生活相談員」を目指す人材の確保にもつながる。 

 

【 消費者教育人材育成施策のイメージ 】 

 

                 【見込まれる効果】  

                消費生活センター設置促進 

               

    消費生活相談員       

      資格取得支援講座           

      （国家資格の取得）                       

                          【見込まれる効果】  

消費者教育中核的人材                    地域で中核となって消費者教育を 

育成研修（専門研修）          担う人材（ボランティア）の育成 

       

 

      

 

     消費者大学  （幅広い基礎知識の習得） 

【見込まれる効果】 

自立した消費者の増加と                                    

消費生活ｻﾎﾟｰﾀｰの登録推進 

 

          消費者大学の実施により「自立した消費者」が増加 

対象：消費者大学受講者、消費生活サポーター、意欲のある者 

対象対象対象対象：：：：一般一般一般一般県民県民県民県民    200200200200 名名名名    

受講後受講後受講後受講後に消費生活サポーター登録可に消費生活サポーター登録可に消費生活サポーター登録可に消費生活サポーター登録可    

対象：消費生活相談員、消費生活サポーター等 

法的専門研修（20 名程度）   講師養成研修（50 名程度） 

中

核

的

人

材

の

育

成 



３ 事業の概要 

  消費者教育の基礎講座を開講 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 予算額 

  ３，８４１千円 （裁） 

  （国庫（地方消費者行政強化交付金）1/2  1,920 千円、一財 1,921 千円） 

 <2018 年度 3,873 千円 （国庫（地方消費者行政強化交付金）1/2 1,936 千円、一財 1,937 千円）> 

 

５ 事業効果 

・ 「自立した消費者」の増加と、「消費生活サポーター」等消費者教育や啓発活動に係る 

 中核的人材の育成により、消費者被害の減少等、消費者をとりまく諸環境を改善 

・ 消費者大学受講をきっかけに、ステップアップして消費生活相談員を目指す人材を確保 

 し、市町村における消費生活センターの整備を円滑化 

・ 「長野県版エシカル消費」について、より深い知識を持って地域・職域で啓発活動がで 

 きる人材を増加し、長野県版エシカル消費認知度 100%を実現 

 

６ 事業目標 

消費者大学や出前講座の年間参加者 ２万人 （2019 年度） 

 

開催時期： ９月～11 月（受講者が参加しやすい土、日、祝日を予定） 

開催場所： 佐久地域、伊那地域 

講座数等： ・12講座（１日２講座（午前・午後）×６日） 

 （12講座のうち８講座（全講座のうち2/3）以上受講した者に修了証を交付） 

・課外講座1（実地見学等） 

対 象 者： 県内の希望者 約 200 名（佐久会場 100 名、伊那会場 100 名） 

講座内容： 消費生活に関する講義 

長野県版エシカル消費に関する講座（２講座程度） 



１１１１    

  

るレベルの知識及び情報発信の方法等を習得し

となること

し

 

２２２２    

消費者トラブル

被害を未然に防

でのきめ細やかな消費者教育が必要となるが、行

政が実施する啓発やセミナーのみでは限界がある。

地域において

ーや消費生活相談員等の協力が不可欠である。

出前講座等での消費者教育を担えるレベルの知識

や

など

となる人

 

３３３３    

○消費生活相談員等法的知識習得、事例研究研修

得する。

 

○消費者教育中核的人材育成研修

催する。

 

４４４４    

 ４，３

  

 

５５５５    

 消費

� 概

� 対象者

� 予算額

 

    目的目的目的目的    

 消費生活サポーターや消費生活相談員に、

るレベルの知識及び情報発信の方法等を習得し

となることにより

しこい消費者」となることをめざす。

    現状・課題現状・課題現状・課題現状・課題

特殊詐欺や悪質な訪問販売

消費者トラブル

被害を未然に防

でのきめ細やかな消費者教育が必要となるが、行

政が実施する啓発やセミナーのみでは限界がある。

消費者教育を県民に広く浸透させるためには、

地域において

ーや消費生活相談員等の協力が不可欠である。

消費生活サポーターや消費生活相談員

出前講座等での消費者教育を担えるレベルの知識

や情報発信の方法、消費者トラブルへの対応方法

などを習得する研修を開催し、消

となる人材を

    事業事業事業事業内容内容内容内容    

○消費生活相談員等法的知識習得、事例研究研修

国民生活センターの研修等を受講し、相談員として必要な知識、スキルを習

得する。 

○消費者教育中核的人材育成研修

消費者教育の実践者として必要な知識、スキルを習得するための研修会を開

催する。 

    予算予算予算予算額額額額     

４，３７２千円（国交付金

  （H30 4,317

    内訳内訳内訳内訳    

消費生活相談員等法的知識習得、事例研究研修

概 要 ：

対象者 ：県の消費生活相談員等（

予算額 ：

消費者教育中核消費者教育中核消費者教育中核消費者教育中核

消費生活サポーターや消費生活相談員に、

るレベルの知識及び情報発信の方法等を習得し

により、消費者教育を県民に広く浸透させ、

こい消費者」となることをめざす。

現状・課題現状・課題現状・課題現状・課題    

特殊詐欺や悪質な訪問販売

消費者トラブルが多様化・複雑化

被害を未然に防ぐためには、身近な生活圏レベル

でのきめ細やかな消費者教育が必要となるが、行

政が実施する啓発やセミナーのみでは限界がある。

消費者教育を県民に広く浸透させるためには、

地域において消費者教育を担う消費生活サポータ

ーや消費生活相談員等の協力が不可欠である。

消費生活サポーターや消費生活相談員

出前講座等での消費者教育を担えるレベルの知識

情報発信の方法、消費者トラブルへの対応方法

を習得する研修を開催し、消

材を育成する

    

○消費生活相談員等法的知識習得、事例研究研修

国民生活センターの研修等を受講し、相談員として必要な知識、スキルを習

○消費者教育中核的人材育成研修

消費者教育の実践者として必要な知識、スキルを習得するための研修会を開

 

千円（国交付金

4,317 千円 

生活相談員等法的知識習得、事例研究研修

： 国民生活センターの専門・事例講座を受講

の問題解決に必要な法律知識、相談処理のノウハウ等、主に相談

員として必要な知識、スキルを習得する。

：県の消費生活相談員等（

： 1,335 千円

消費者教育中核消費者教育中核消費者教育中核消費者教育中核

消費生活サポーターや消費生活相談員に、

るレベルの知識及び情報発信の方法等を習得し

、消費者教育を県民に広く浸透させ、

こい消費者」となることをめざす。

特殊詐欺や悪質な訪問販売や電話勧誘販売など

多様化・複雑化

ためには、身近な生活圏レベル

でのきめ細やかな消費者教育が必要となるが、行

政が実施する啓発やセミナーのみでは限界がある。

消費者教育を県民に広く浸透させるためには、

消費者教育を担う消費生活サポータ

ーや消費生活相談員等の協力が不可欠である。

消費生活サポーターや消費生活相談員

出前講座等での消費者教育を担えるレベルの知識

情報発信の方法、消費者トラブルへの対応方法

を習得する研修を開催し、消

。 

○消費生活相談員等法的知識習得、事例研究研修

国民生活センターの研修等を受講し、相談員として必要な知識、スキルを習

○消費者教育中核的人材育成研修

消費者教育の実践者として必要な知識、スキルを習得するための研修会を開

千円（国交付金 10/10

 （国交付金

生活相談員等法的知識習得、事例研究研修

国民生活センターの専門・事例講座を受講

問題解決に必要な法律知識、相談処理のノウハウ等、主に相談

員として必要な知識、スキルを習得する。

：県の消費生活相談員等（

千円 

消費者教育中核消費者教育中核消費者教育中核消費者教育中核的的的的人材育成研修事業人材育成研修事業人材育成研修事業人材育成研修事業

消費生活サポーターや消費生活相談員に、

るレベルの知識及び情報発信の方法等を習得し

、消費者教育を県民に広く浸透させ、

こい消費者」となることをめざす。 

電話勧誘販売など

多様化・複雑化している中で、

ためには、身近な生活圏レベル

でのきめ細やかな消費者教育が必要となるが、行

政が実施する啓発やセミナーのみでは限界がある。

消費者教育を県民に広く浸透させるためには、

消費者教育を担う消費生活サポータ

ーや消費生活相談員等の協力が不可欠である。

消費生活サポーターや消費生活相談員に向けて

出前講座等での消費者教育を担えるレベルの知識

情報発信の方法、消費者トラブルへの対応方法

を習得する研修を開催し、消費者教育の中核

○消費生活相談員等法的知識習得、事例研究研修

国民生活センターの研修等を受講し、相談員として必要な知識、スキルを習

○消費者教育中核的人材育成研修 

消費者教育の実践者として必要な知識、スキルを習得するための研修会を開

10/10 4,372 千円）（

（国交付金 10/10 4,317

生活相談員等法的知識習得、事例研究研修

国民生活センターの専門・事例講座を受講

問題解決に必要な法律知識、相談処理のノウハウ等、主に相談

員として必要な知識、スキルを習得する。

：県の消費生活相談員等（20 名程度）

人材育成研修事業人材育成研修事業人材育成研修事業人材育成研修事業

消費生活サポーターや消費生活相談員に、出前講座等での消費者教育を担え

るレベルの知識及び情報発信の方法等を習得し、消費者教育の中核となる人材

、消費者教育を県民に広く浸透させ、

電話勧誘販売など、

している中で、

ためには、身近な生活圏レベル

でのきめ細やかな消費者教育が必要となるが、行

政が実施する啓発やセミナーのみでは限界がある。 

消費者教育を県民に広く浸透させるためには、

消費者教育を担う消費生活サポータ

ーや消費生活相談員等の協力が不可欠である。 

に向けて、

出前講座等での消費者教育を担えるレベルの知識

情報発信の方法、消費者トラブルへの対応方法

費者教育の中核

○消費生活相談員等法的知識習得、事例研究研修 

国民生活センターの研修等を受講し、相談員として必要な知識、スキルを習

消費者教育の実践者として必要な知識、スキルを習得するための研修会を開

千円）（裁）

4,317 千円））（臨）

生活相談員等法的知識習得、事例研究研修  

国民生活センターの専門・事例講座を受講

問題解決に必要な法律知識、相談処理のノウハウ等、主に相談

員として必要な知識、スキルを習得する。

名程度） 

人材育成研修事業人材育成研修事業人材育成研修事業人材育成研修事業    

くらし安全・消費生活課

出前講座等での消費者教育を担え

、消費者教育の中核となる人材

、消費者教育を県民に広く浸透させ、県民一人ひとりが「か

国民生活センターの研修等を受講し、相談員として必要な知識、スキルを習

消費者教育の実践者として必要な知識、スキルを習得するための研修会を開

） 

千円））（臨） 

 

国民生活センターの専門・事例講座を受講し、消費者トラブル

問題解決に必要な法律知識、相談処理のノウハウ等、主に相談

員として必要な知識、スキルを習得する。 

くらし安全・消費生活課

出前講座等での消費者教育を担え

、消費者教育の中核となる人材

県民一人ひとりが「か

国民生活センターの研修等を受講し、相談員として必要な知識、スキルを習

消費者教育の実践者として必要な知識、スキルを習得するための研修会を開

 

消費者トラブル

問題解決に必要な法律知識、相談処理のノウハウ等、主に相談

くらし安全・消費生活課 

出前講座等での消費者教育を担え

、消費者教育の中核となる人材

県民一人ひとりが「か

国民生活センターの研修等を受講し、相談員として必要な知識、スキルを習

消費者教育の実践者として必要な知識、スキルを習得するための研修会を開

消費者トラブル 

問題解決に必要な法律知識、相談処理のノウハウ等、主に相談 



 消費者教育中核的人材育成研修  

� 概 要 ： 消費者トラブルに関する個別分野の知識の習得や、事例、対象  

に合わせた効果的な情報発信方法等の消費者教育の実践者として 

必要な知識、スキルを習得するための研修会を開催する。 

� 受講対象者：消費生活サポーター、消費生活相談員等（50 名程度） 

� 実施時期：平成 31 年 10 月～平成 32 年１月の 16 日間（2 日×8 週） 

� 実施場所：松本市（M ウイング）、長野市（北信消費生活センター） 

� 研修内容：消費者契約法、インターネット取引、特定商取引、 

あっせん等の講義及び事例研究、コミュニケーション講座 

� 予算額 ： 3,037 千円 

 



【長野県版エシカル消費推進【長野県版エシカル消費推進【長野県版エシカル消費推進【長野県版エシカル消費推進

１１１１    目的目的目的目的    

  「長野県版エシカル消費

域・社会

及び地域内経済循環の拡大等により

解決を目指す。
 

２２２２    事業の内容事業の内容事業の内容事業の内容

平成 31

ル消費（生産）のさらなる取組を推進する

ることも多く、本事業による気づきの促進により、長野県版エシカル消費の拡大を図る。

（１）「 

� 
� 
� 
� 

（２） エシカルプロダクツ

� 
� 
� 

      

 消費者消費者消費者消費者           

 ●エシカル消費の知識の習得（学び）

  →自身の消費行動の振り返り

 ●MAPによるｴｼｶﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ事業者の把握

   →エシカル消費の実践（自治）

●SDGs への貢献

                  

             

          

            

     

              

              

 

 

 

３３３３    予算額予算額予算額予算額

    

４４４４    目標目標目標目標    

「長野県版エシカル消費」の認知度

（第２次長野県消費生活基本計画・消費者教育推進計画重点目標

【長野県版エシカル消費推進【長野県版エシカル消費推進【長野県版エシカル消費推進【長野県版エシカル消費推進

    

長野県版エシカル消費

社会・環境に配慮した

地域内経済循環の拡大等により

解決を目指す。  

事業の内容事業の内容事業の内容事業の内容 

31 年１月に開催する

ル消費（生産）のさらなる取組を推進する

ることも多く、本事業による気づきの促進により、長野県版エシカル消費の拡大を図る。

 長野県版エシカル消費

 ポスター・リーフレットによる周知

 親子参加型

 生協・事業者団体との連携による啓発

 マスコミ、市町村広報媒体等を利用した啓発

エシカルプロダクツ

 エシカルプロダクツに関するＭＡＰ作成調査

 事業者向けセミナーの開催

 長野県立大学や産業労働部等関係部局と
 

           

●エシカル消費の知識の習得（学び）

→自身の消費行動の振り返り

によるｴｼｶﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ事業者の把握

エシカル消費の実践（自治）

への貢献        

                  

             

          

            

                   

              

              

予算額予算額予算額予算額   3,3,3,3,3333

 （H30

    

「長野県版エシカル消費」の認知度

（第２次長野県消費生活基本計画・消費者教育推進計画重点目標

【長野県版エシカル消費推進【長野県版エシカル消費推進【長野県版エシカル消費推進【長野県版エシカル消費推進

MAP 作成・更新

消費行動の手助け

長野県

長野県版エシカル消費（生産）

環境に配慮した思いやりのある

地域内経済循環の拡大等により

 

年１月に開催するキックオフフォーラムを足掛かりとして、県内における長野県版エシカ

ル消費（生産）のさらなる取組を推進する

ることも多く、本事業による気づきの促進により、長野県版エシカル消費の拡大を図る。

長野県版エシカル消費

ポスター・リーフレットによる周知

親子参加型エシカル教室

生協・事業者団体との連携による啓発

マスコミ、市町村広報媒体等を利用した啓発

エシカルプロダクツ(＊

エシカルプロダクツに関するＭＡＰ作成調査

事業者向けセミナーの開催

長野県立大学や産業労働部等関係部局と

             

●エシカル消費の知識の習得（学び）

→自身の消費行動の振り返り              

によるｴｼｶﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ事業者の把握

エシカル消費の実践（自治）

       

                  

                学生による学生による学生による学生による

                 ●ｴｼｶﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ事業者の把握と可視化

                ●若年層消費者の視点

                ●消費者行動論の応用

              ●若者の消費者問題への関心向上

              ●ｴｼｶﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ起業等の研究

333322222222 千円（国千円（国千円（国千円（国

H30  4,135

「長野県版エシカル消費」の認知度

（第２次長野県消費生活基本計画・消費者教育推進計画重点目標

【長野県版エシカル消費推進【長野県版エシカル消費推進【長野県版エシカル消費推進【長野県版エシカル消費推進事業のイメージ】事業のイメージ】事業のイメージ】事業のイメージ】

更新 

消費行動の手助け 

長野県版エシカル消費

（生産）」を県民

思いやりのある

地域内経済循環の拡大等により、環境問題や社会問題、地域での雇用創出といった

キックオフフォーラムを足掛かりとして、県内における長野県版エシカ

ル消費（生産）のさらなる取組を推進する

ることも多く、本事業による気づきの促進により、長野県版エシカル消費の拡大を図る。

長野県版エシカル消費」の周知・啓発

ポスター・リーフレットによる周知

教室の開催 

生協・事業者団体との連携による啓発

マスコミ、市町村広報媒体等を利用した啓発

＊)啓発に向けた取組

エシカルプロダクツに関するＭＡＰ作成調査

事業者向けセミナーの開催  

長野県立大学や産業労働部等関係部局と

               

●エシカル消費の知識の習得（学び）           
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学生による学生による学生による学生による MAPMAPMAPMAP

●ｴｼｶﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ事業者の把握と可視化

●若年層消費者の視点

消費者行動論の応用

●若者の消費者問題への関心向上

●ｴｼｶﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ起業等の研究
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ｴｼｶﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ

エシカル消費

県民及び事業者

思いやりのある消費（生産）」

環境問題や社会問題、地域での雇用創出といった

キックオフフォーラムを足掛かりとして、県内における長野県版エシカ

ル消費（生産）のさらなる取組を推進する。普段の消費行動が長野県版エシカル消費につながってい

ることも多く、本事業による気づきの促進により、長野県版エシカル消費の拡大を図る。

周知・啓発 

ポスター・リーフレットによる周知 

 

生協・事業者団体との連携による啓発 

マスコミ、市町村広報媒体等を利用した啓発

啓発に向けた取組 

エシカルプロダクツに関するＭＡＰ作成調査
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消費行動 

ｴｼｶﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂの選択

エシカルプロダクツ

の生産・提供

エシカル消費の促進

エシカル消費推進

及び事業者に周知・

（生産）」行動を促し、持続可能な社会の実現

環境問題や社会問題、地域での雇用創出といった

キックオフフォーラムを足掛かりとして、県内における長野県版エシカ

。普段の消費行動が長野県版エシカル消費につながってい

ることも多く、本事業による気づきの促進により、長野県版エシカル消費の拡大を図る。
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長野県版エシカル消費長野県版エシカル消費長野県版エシカル消費長野県版エシカル消費推進事業推進事業推進事業推進事業    

 

の選択 

エシカルプロダクツ 

の生産・提供 

エシカル消費の促進 

推進事業 

くらし

・啓発することにより、

行動を促し、持続可能な社会の実現

環境問題や社会問題、地域での雇用創出といった

キックオフフォーラムを足掛かりとして、県内における長野県版エシカ

。普段の消費行動が長野県版エシカル消費につながってい

ることも多く、本事業による気づきの促進により、長野県版エシカル消費の拡大を図る。
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●SDGsへの貢献
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（第２次長野県消費生活基本計画・消費者教育推進計画重点目標 H30～

研究成果

の還元
 
若年

の提言

（＊）エシカルプロダクツ

エシカルな消費行動

商品・サービスの

くらし安全・消費生活課

啓発することにより、

行動を促し、持続可能な社会の実現

環境問題や社会問題、地域での雇用創出といった

キックオフフォーラムを足掛かりとして、県内における長野県版エシカ

。普段の消費行動が長野県版エシカル消費につながってい

ることも多く、本事業による気づきの促進により、長野県版エシカル消費の拡大を図る。

●消費者志向の把握 
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エシカルプロダクツ 

消費行動に繋がる

・サービスの提供 

安全・消費生活課 

啓発することにより、「人・健康

行動を促し、持続可能な社会の実現（SDG

環境問題や社会問題、地域での雇用創出といった社会的課題の

キックオフフォーラムを足掛かりとして、県内における長野県版エシカ

。普段の消費行動が長野県版エシカル消費につながってい

ることも多く、本事業による気づきの促進により、長野県版エシカル消費の拡大を図る。 

●自社のｴｼｶﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂの広報 

                             

年度）    

がる 

 

健康・地

SDGｓ）

社会的課題の

キックオフフォーラムを足掛かりとして、県内における長野県版エシカ

。普段の消費行動が長野県版エシカル消費につながってい

                                                          


